
別紙１

 1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし

 2. 重要な会計方針
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては
定額法によっている。
リース資産
　所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産の適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。		
（3）引当金の計上基準
退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい
る。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 3. 重要な会計方針の変更
該当なし

 4. 法人で採用する退職給付制度
当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
（1）社会福祉施設職員等退職手当制度
　　　独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
（2）民間退職共済制度
　　　岩手県社会福祉協議会実施する退職共済制度に加入している。

 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では社会福祉事業のみを行っているため作成していない。
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様
式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を実施していないため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　法人本部拠点区分
イ　特別養護老人ホーム平安荘拠点
　　「特別養護老人ホーム」
　　「短期入所生活介護」
　　「居宅介護支援事業所」
　　「平安荘デイサービスセンター」
ウ　山田中央保育園拠点
　　「山田中央保育園」

 6. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 8. 担保に供している資産
該当なし

21,552,664

計算書類に対する注記(法人全体用)

基本財産の種類
建物
定期預金

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
473,919,958 452,367,294

1,000,000
453,367,294

1,000,000
474,919,958

0
0
0

21,552,664
0



 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

構築物
車輌運搬具
器具及び備品

基本財産
建物

1,232,620,365小計
その他の固定資産
建物

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,232,620,365

95,021,408
7,905,600
159,672,082

有形リース資産
小計

3,324,760
1

10,349,936

1,392,292,447

780,253,071
780,253,071

4,665,515
47,437,420
1,317,369
84,671,472
7,905,600

4,665,524
50,762,180
1,317,370

452,367,294
452,367,294

9

合計

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
76,165,209

0
13,674,706
466,042,000

事業未収金

145,997,376
926,250,447合計

76,165,209
0
0

76,165,209
76,165,209



別紙２

 1. 重要な会計方針
（1）引当金の計上基準														退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に
加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい
る。
（2）消費税等の会計処理														消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）民間退職共済制度
常勤職員に対して、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪）)は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩）)は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

基本財産の種類
定期預金

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
1,000,000
1,000,000

0
0

0
0

1,000,000
1,000,000



別紙２

 1. 重要な会計方針
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては
定額法によっている。
リース資産
　所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産の適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい
る。
（4）消費税等の会計処理	
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入して
いる。												
（2）民間退職共済制度
常勤職員に対して、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)特別養護老人ホーム平安荘拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様
式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪）)
ア　特別養護老人ホーム平安壮
イ　短期入所介護
ウ　居宅介護支援事業所
エ　平安荘デイサービスセンター

(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩）)は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

計算書類に対する注記（特別養護老人ﾎｰﾑ平安荘拠点区分用）

基本財産の種類
建物

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
460,524,418
460,524,418

0
0

19,836,524
19,836,524

440,687,894
440,687,894

基本財産
建物

小計
その他の固定資産

1,150,860,365

構築物
車輌運搬具
器具及び備品

建物

取得価額 減価償却累計額 当期末残高

1,150,860,365

2,173,059
1

710,172,471
710,172,471

3,352,498
42,576,916
1,317,369
75,502,347

3,352,500
44,749,975
1,317,370

440,687,894
440,687,894

2

10,091,66385,594,010



 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

有形リース資産
142,919,455
1,293,779,820

0
12,264,725
452,952,619

7,905,600
130,654,730
840,827,201

7,905,600
小計
合計

合計

債権額 徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高
76,070,008
76,070,008

0
0

76,070,008
76,070,008

事業未収金



別紙２

 1. 重要な会計方針
（1）棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
（2）固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、器具及び備品
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては
定額法によっている。
リース資産
　所有権移転ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　自己所有の固定資産の適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
　所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産
　　リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
（3）引当金の計上基準
退職給付引当金－岩手県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のう
ち、法人の負担額に相当する金額を計上している。
賞与引当金　　－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上してい
る。
（4）消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

 2. 重要な会計方針の変更
該当なし

 3. 採用する退職給付制度
（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度	
常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入して
いる。												
（2）民間退職共済制度
常勤職員に対して、岩手県社会福祉協議会の実施する民間社会福祉事業職員共済事業に加入している。

 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)山田中央保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分事業活動明細書(別紙3（⑪）)は省略している。
(3)拠点区分資金収支明細書(別紙3（⑩）)は省略している。

 5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

 7. 担保に供している資産
該当なし

 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)
徴収不能引当金の当期末残高 債権の当期末残高

6,012,205
9,427,398
16,752,627
98,512,627

債権額

構築物
器具及び備品

小計
合計 85,423,246

1,151,701
258,273
1,409,981
13,089,381

71,313,017
4,860,504
9,169,125
15,342,646

減価償却累計額

11,679,400
11,679,400

81,760,000
81,760,000

取得価額

建物

0
0

1,716,140
1,716,140

基本財産
建物

小計
その他の固定資産

1,313,024

70,080,600
70,080,600

当期末残高

11,679,400
11,679,400

計算書類に対する注記（山田中央保育園拠点区分用）

基本財産の種類
建物

合計

前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
13,395,540
13,395,540



10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにす
るために必要な事項

該当なし

95,201
95,201

0
0

95,201
95,201合計

事業未収金


